
申込みについてのご注意

申込みできるのは、１世帯１区画 です。

      ※　１世帯で２区画以上の申込みをした場合 、又は重複して申込みをした場合 は、

申込み及び当選等による全ての資格を取り消されます。

＜適合例＞

(遺骨の範囲）

配偶者 申込みできます。
子

親

兄弟姉妹(生涯独身であったか、または婚姻したが子のないまま離婚した場合等、

　　　　 他に祭祀を主宰すべき親族がいない場合に限る。）

改葬（他の墓所から移す）

(遺骨の範囲）

配偶者 申込みできます。
子

親

兄弟姉妹(生涯独身であったか、または婚姻したが子のないまま離婚した場合等、

　　　　 他に祭祀を主宰すべき親族がいない場合に限る。）

以下は不適合例です。失格となりますのでご注意ください。

◆同一の遺骨について、複数の申込みがあったとき→失格 不適合

遺骨の祭祀主宰者
（お骨を守る人）
は複数を認めません。
この場合は２人とも失格
になります。

（どちらかお一人の申
込みであれば問題あり
ません。）

◆同一世帯者が申請をした場合→失格 （同一世帯者が既に大庭台墓園（合葬納骨壇を除く）をお持ちの方も同様です）

不適合

(同一世帯）
１世帯１墓所のみ

妻 夫 申込みを要件として
います。
　この場合も２人とも
失格となります。

（どちらかお一人の申込みであれば
問題ありません。）

◆複数区画の申込みをした場合→失格
(申請） ○区○列○番

(申請） △区△列△番

１人で複数区画の申込みをした場合は、失格となります。→１区画の申込みであれば問題ありません。
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